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◇新年会・同窓会ご予約承り中◇

　平成20年４月より、40歳から74歳までの人を対象に、「特定健康診査・特定保健指導」が始ま
ります。この制度は、医療機関にかかるようになる前に、健康管理に気を配り、生活習慣病の前段
階であるメタボリックシンドローム（※）を予防・改善しようという新しい健診（特定健診）と保健指
導の制度です。

新しい健診制度に変わります

　健診は、加入する医療保険者（※）ごとに行いますので、市では、国民健康保険加入者（家族
を含む）と委託された保険者のみの実施となります。その健診結果に基づき、３つのグループ
（情報提供・動機づけ支援・積極的支援）に分け、生活習慣病のリスクに合わせた保健指導が行わ
れるようになります。

　詳しい健診等については、「広報かさま」や「広報かさまお知らせ版」、笠間市保健カレンダー等でお知ら
せします。また、その他の健康診査として、40歳未満及び75歳以上の人の健診、各種がん検診、骨粗し
ょう症検診などは、引き続き市が実施します。

平成20年
４月から

（※）内臓のまわりに付着した脂肪による肥満によって、様々な病気を引き起こしやすくなっている状態をいいます。

（※）国民健康保険や健康保険組合、共済組合などの各医療保険組合をいいます。お持ちの保険証などでご確認ください。

特定健診・特定保健指導の方法

新しい健診・保健指導の流れ

保険年金課　国保グループ（内線139）・健康増進課（☎0296-77-9145）問合せ先
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①情報提供
健康な生活を送る
ための情報が提供
される

②動機づけ支援
生活習慣の改善点な
どに気付き、実行で
きるように支援

③積極的支援
健診判定の改善に
向けて実践できる
よう継続的に支援
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生活習慣の改
善の必要性が
低い人

生活習慣の改
善の必要性が
中程度の人

生活習慣の改
善の必要性が
高い人

治療が
必要な人

医療機関への
受診を勧めます
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